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仕 様 書 
１．概 要 

（１）件  名     川越市東清掃センターで使用する電気 

（２）需要場所     埼玉県川越市芳野台２丁目８番地１８ 

             川越市東清掃センター 

（３）業種及び用途   その他の産業（ごみ処理施設）、動力需要 

（４）契約期間 

    自 令和８年３月１日午前０時  至 令和９年２月２８日午後１２時 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

この入札は、地方自治法第２３４条の３に基づく「川越市長期継続契約を締結すること

ができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執

行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は削減があった場合

には、当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載し

ます。 

  この契約の締結後に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の改正により、消費税

額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に

相当する消費税額等を加減して支払うものとする。ただし、税法上経過措置の対象となる

場合には、経過措置が優先して適用される。 

 

（５）料金の支払い 

・ 月払い（１２回）とする。 

・ １月毎に使用電力実績により料金を算出し、請求書を提出するものとする。 

・ 当該請求書が適法であることが認められる場合、川越市の支払い手続き事務を経た後 

請求書受領日より３０日以内にその電気料金を支払うものとする。 

・ 料金請求は、書面によるものとし、原則、直接持参又は郵送とする。 

・ 請求書の様式は、インボイス制度に対応した様式とする。 

・ 請求書には、基本料金、使用電力量料金、燃料費調整額（燃料費調整及び市場価格調

整）及び再生可能エネルギー発電促進賦課金等の内訳を記載し、請求根拠を明確にす

るものとする。その他詳細は協議により決めるものとする。 

・ 燃料費調整制度については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める電気

需給約款（高圧：2024 年 4 月 1日実施）のベーシックプランで適用される燃料費調整

及び市場価格調整を適用する。 
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・ 請求時の単価は税込み価格を可とする。但し、請求総額の内、消費税相当額分を明記

するものとする。 

２．仕 様 

（１）供給電気方式，供給電圧（標準電圧），計量電圧（標準電圧），標準周波数，供給方式及び蓄

熱式負荷設備の有無 

    ・ 供給電気方式      交流３相３線式 

    ・ 供給電圧（標準電圧）  ６，０００ボルト 

    ・ 計量電圧（標準電圧）   ６，０００ボルト 

    ・ 標準周波数       ５０ヘルツ 

    ・ 供給方式        １回線方式 

・ 蓄熱式負荷設備の有無  無 

（２）契約電力及び予定使用電力量 

    ・ 契約電力（常時電力）  ８３０キロワット 

（契約電力とは，契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測し、算定

される値が原則としてこれを超えないものとする。ただし、需給者が契約電力を超え

て電気を使用した場合は、１年間を通じての最大の負荷を基準として、契約電力を変

更するものとする。） 

 ・ 予定使用電力量  ３，１１３，５０６キロワット時／年 

（月別予定使用電力量は別紙１のとおり。ただし、月別使用電力量は、都合により予定

月別使用電力量を上回り、又は、下回る事ができるものとする。） 

（３）電力量等の検針 

・ 自動検針装置     有 

・ 電力会社の検針方法  遠隔自動検針 

・ 計量器の構成     電力需給用複合計器（通信機能付） 

（４）需給地点 

・ 需要場所における川越市の施設した第１号柱上の一般送配電事業者の施設した架空引

込線と川越市の開閉器電源側接続点 

（５）電気工作物の財産分界点 

    ・ 需給地点に同じ 

（６）保安上の責任分界点 

・ 電気工作物の財産分界点に同じ 



3 

 

３．入札に関する事項 

（１）川越市電力調達に係る環境配慮指針 

    ・ 本件は、「川越市電力調達に係る環境配慮指針」（以下、「本指針」という。） 

      の適用対象である。 

    ・ 本件の入札に参加するためには、本指針に定める所定の手続きを行い、入札の参加資

格を得る必要がある。 

（２）電気料金の算定方法 

契約電力（常時電力）に契約金額（常時電力基本料金単価）を乗じ力率割引割増しを行

って得た金額に当該月における使用電力量に契約金額（電力量料金単価）を乗じて得た金

額を加えた金額に燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額（当

該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額）とする。なお、入札金額は、

以下の条件で算定すること。 

・ 一切の諸費用を含めた金額を算定する。 

・ 力率は１００％として力率割引割増を考慮する。 

・ 燃料費調整額（燃料費調整及び市場価格調整）、再生可能エネルギー発電促進賦課金

は考慮しない。 

・ 入札書に記載する金額は、消費税（消費税及び地方消費税等の額）抜きの価格とし、

別紙１に記載の予定使用電力量により各月ごとに算定し、すべての月の総計を合計し

た総額を記入すること。 

・ 落札者は入札金額積算内訳書を提出すること。 

・ 入札金額積算内訳書には、各社において設定する契約電力に対する年間を通しての単

一の単価及び予定使用電力量に対する単価（月別に異なる単価を使用する場合はそれ

ぞれの単価）を記載する（端数は小数点以下第３位で四捨五入する）。 

・ 各月の総計に１円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。 

・ 常時電力基本料金、電力量料金及び総計は、消費税等の額を含まない金額とする。 

（３）料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 

・ 契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットとし、その端数は、小数点以下第

１位で四捨五入する。 

・ 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五

入する。 

・ 力率の単位は、１パーセントとし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入する。 
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・ 料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は、小数点以下を

切り捨てる。 

４．違約金 

       小売電気事業者の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合、仕様書に定める当

該日から契約期間満了の日までに係る仕様に基づき、契約電力（常時電力）に常時電力基

本料金単価を乗じ、力率調整（力率は、１００％とする。）を行って得た金額に予定使用

電力量に電力量料金単価を乗じて得た金額を加えた金額から、消費税額及び地方消費税額

を差し引いた金額の１００分の１０に相当する額を違約金として本市の指定する期間内

に支払わなければならない。また、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の

請求をすることができる。 

 

５．特記事項 

（１）力率は、契約期間中１００パーセントを保持する予定。 

（２）フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 

（３）非常用発電設備１台（３００キロボルトアンペア）を有している。 

（４）太陽光発電設備は有していない。 

（５）月別使用電力量、最大需要電力及び力率の実績は、別紙２のとおり。 

（６）従前の契約種別は高圧季節別時間帯別電力である。 

（７）使用電力量検針後、検針結果（使用電力量、最大需要電力、有効電力量、無効電力量、力率

等）を通知すること。また、本市の求めに応じ、計量月報（30 分電力量が分かるもの）を電

子データで提供すること。 

（８）この契約により生ずる権利又義務を第三者に譲渡し承継させることは認めない。 

（９）力率の変動、その他の要因による電気料金の調整および契約書、仕様書に定めのないその他

の供給条件については当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める電気需給約款（高

圧：2024 年 4 月 1 日実施）のベーシックプランに定める供給条件による。 

（10）契約締結後の契約単価の見直しは、原則認めない。 

 

６．その他 

      この仕様書に定めのない事項等については、協議の上決定するものとする。 


